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※　濃厚接触者等に関すること
　　　長門健康福祉センター（長門環境保健所）　　 電話番号　　0837-22-2811　　（平日8：30～17：15）

※　山口県長寿社会課介護支援班　　　 　　　　　　電話番号　 　083-933-2774

□　事業所・法人内の情報共有
□　利用者・家族との情報共有
□　自治体（保健所・指定権者）との情報共有
□　関係業者との情報共有

□　濃厚接触者の特定への協力（濃厚接触者リストの提出）
□　感染対策の指示を仰ぐ

〈利用者〉
□　自宅待機
□　居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターとの調整
□　保健所や居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターと相談し、生活に必要なサービス
     を確保

〈職員〉
□　自宅待機

□　在庫量・必要量の確認
□　調達先・調達方法の確認　　　　【支援事業】　防護具等の支援（山口県長寿社会課）

□　提供サービスの検討（継続・変更）

□　労務管理　　　電話相談　0120-565-455　月・火 17:00 ～ 22:00 ／ 土・日　10:00 ～ 16:00
□　長時間労働対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日、年末年始を除く
　  　　「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド」より

※　発熱などの症状がある人の相談窓口(かかりつけ医のいない方対象)
　　　受診・相談センター　　電話番号 　  ♯7700　または　083-902-2510　　　 (毎日24時間対応)
　　　長門市保健センター　 電話番号　　　0837-23-1133　　　　　　　　　　 　　　（平日8：30～17：15）

□　管理者へ報告
□　かかりつけ医や発熱等受診相談センターへ連絡・相談
□　事業所内・法人内の情報共有
□　指定権者へ報告
□　居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ報告
□　家族へ報告

□　サービス提供の検討
□　医療機関受診・検体採取

陽　性
職員で発熱等の症状がある場合、自宅待機。

症状等によっては保健所の判断に従う。

感染者が疑われる者等が発生したときの初動対応フロー　【訪問系】
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